
第 50 号 議 案

神戸市立区民センター条例の一部を改正する条例の件  

神戸市立区民センター条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和元年６月 19日提出

神戸市長  久   元   喜   造

神戸市立区民センター条例の一部を改正する条例

 （区民センター条例の一部改正）  

第１条  神戸市立区民センター 条例（昭和 56年８月条例第 21号）の一部を次のよ

うに改正する。

題名を次のように改める。

神戸市立文化センター条例

第１条を次のように改める。

 （設置）  

第１条  市民の健康及び福祉の増進並びに文化の向上を図るとともに，地域活

動 の 振 興 及 び 市 民 相 互 の 交 流 に 資 す る た め ， 神 戸 市 立 文 化 セ ン タ ー （ 以 下

「センター」という。）を設置する。  

第２条の表を次のように改める。  

名称 位置

神戸市立東灘区文化センター 神戸市東灘区住吉東町５丁目１番

16号  

神戸市立灘区文化センター 神戸市灘区深田町４丁目１番 39－

401号  

神戸市立灘区民ホール 神戸市灘区岸地通１丁目１番１号

神戸市立葺合文化センター 神戸市中央区熊内橋通７丁目１番

13号及び旗塚通４丁目４番１号  

神戸市立生田文化会館 神戸市中央区中山手通６丁目１番

40号  

神戸市立兵庫区文化センター 神戸市兵庫区羽坂通４丁目１番１

号  
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神戸市立北区文化センター  神戸市北区鈴蘭台西町１丁目 22番

１号及び 26番１号  

神戸市立北神区文化センター  神戸市北区藤原台中町１丁目３番

１号  

神戸市立長田区文化センター  本館  神戸市長田区若松町５丁目

５番１号  

別館  神戸市長田区若松町４丁目

２番 15号  

神戸市立須磨区文化センター  神戸市須磨区中島町１丁目２番３

号  

神戸市立北須磨文化センター  神戸市須磨区中落合３丁目１番２

号  

神戸市立垂水区文化センター  神戸市垂水区日向１丁目５番１号  

神戸市立西区文化センター  神戸市西区糀台５丁目６番地の１  

  第３条第１号中「地域活動及び」を「市民の健康及び福祉の増進並びに」に

改め，同条第２号中「地域各種団体」の前に「地域活動の振興及び」を加える。  

第６条中「規則で定めるところにより，」を削る。  

第７条中「若しくは第１条に規定する目的以外の」を削る。  

第９条中「独占的な」を削る。  

第 10条第２項中「その他第１条の目的以外の」を削る。  

  別表第１を次のように改める。  

別表第１（第４条関係）  

センター  施設  

東灘区文化センター  大 ホ ー ル  会 議 室  多 目 的 ホ ー ル  

料 理 教 室  和 室  衣 服 文 化 室  音 楽

室  視 聴 覚 室  美 術 室  陶 工 芸 室  

図 書 コ ー ナ ー  青 少 年 コ ー ナ ー  ロ

ビーその他の便益施設  

灘区文化センター  会 議 室  料 理 教 室  美 術 室  工 芸 室
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 服 飾 室  音 楽 室  陶 芸 室  和 室  

伝 承 芸 能 室  体 育 室  老 人 談 話 室  

ロビーその他の便益施設  

灘区民ホール  大 ホ ー ル  会 議 室  音 楽 室  ロ ビ ー

その他の便益施設  

葺合文化センター  大 ホ ー ル  大 ホ ー ル 附 属 室  会 議 室

 多 目 的 室  和 室  ロ ビ ー そ の 他 の

便益施設  

生田文化会館  大 ホ ー ル  会 議 室  多 目 的 ホ ー ル  

料 理 教 室  和 室  衣 服 文 化 室  音 楽

室  視 聴 覚 室  美 術 室  陶 工 芸 室  

体 育 室  青 少 年 コ ー ナ ー  ロ ビ ー そ

の他の便益施設  

兵庫区文化センター  会 議 室  料 理 教 室  講 習 室  美 術 室

 日 曜 大 工 室  服 飾 室  音 楽 練 習 室

 体 育 館  青 少 年 ホ ー ル  ロ ビ ー そ

の他の便益施設  

北区文化センター  大 ホ ー ル  会 議 室  多 目 的 ホ ー ル  

研 修 室  料 理 教 室  和 室  音 楽 室  

ト レ ー ニ ン グ 室  体 育 館  談 話 室  

ロビーその他の便益施設  

北神区文化センター  大 ホ ー ル  会 議 室  多 目 的 ホ ー ル  

和 室  音 楽 室  美 術 室  陶 工 芸 室  

青 少 年 コ ー ナ ー  駐 車 場  ロ ビ ー そ

の他の便益施設  

長田区文化センター  本館  会議室  音楽鑑賞・会議室

 講習室  美術室  多目的

ホール  染色室  文化教室

 和室  陶芸室  体育館  
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老人談話室  青少年ホール

 ロビーその他の便益施設  

別館  大ホール  会議室  講習室

 多目的室  和室  料理教

室  ロビーその他の便益施

設  

須磨区文化センター  大 ホ ー ル  会 議 室  料 理 教 室  和 室

 衣 服 文 化 室  音 楽 室  美 術 室  陶

工 芸 室  区 民 ギ ャ ラ リ ー  談 話 室  

青 少 年 コ ー ナ ー  ロ ビ ー そ の 他 の 便

益施設  

北須磨文化センター  プ ー ル  体 育 館  柔 剣 道 室  ト レ ー

ニ ン グ 室  集 会 室  料 理 室  音 楽 室

 美 術 室  陶 芸 室  工 芸 室  ロ ビ ー

その他の便益施設   

垂水区文化センター  大 ホ ー ル  会 議 室  講 習 室  料 理 教

室  美 術 室  多 目 的 ホ ー ル  木 工 工

芸 室  音 楽 練 習 室  和 室  体 育 館  

ト レ ー ニ ン グ 室  ギ ャ ラ リ ー  青 少

年 コ ー ナ ー  ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施

設  

西区文化センター  大 ホ ー ル  会 議 室  多 目 的 ホ ー ル  

料 理 教 室  和 室  衣 服 文 化 室  音 楽

室  視 聴 覚 室  美 術 室  陶 工 芸 室  

区 民 ギ ャ ラ リ ー  青 少 年 コ ー ナ ー  

ロビーその他の便益施設  

  備考   

   １  葺合文化センターの施設のうち，神戸市中央区熊内橋通７丁目１番 13

号に存するものは大ホール及び大ホール附属 室を除いた施設であり，神
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戸市中央区旗塚通４丁目４番１号に存するものは大ホール，大ホール附

属室及びロビーその他の便益施設である。  

２  北区文化センターの施設のうち，神戸市北区鈴蘭台西町 １丁目 22番１

号に存するものは大ホール，多目的ホール及び音楽室を除いた施設であ

り，神戸市北区鈴蘭台西町 １丁目 26番１号に存するものは大ホール，多

目的ホール，音楽室及びロビーその他の便益施設である。  

 別表第２第１号ア中「東灘区民センター本館」を「東灘区文化センター」に，

同号ク中「西区民センター」を「西区文化センター」に改め，同号中クをスと

し，同号キ中「須磨区民センター」を「須磨区文化センター」に改め，同号中

キをコとし，コの次に次のように加える。  

サ  北須磨文化センター

施設 利用料金（単位 円） 

名称 面積 

（単位 

平方

メート

ル） 

定員 

（単位 

人

） 

専用使用の場合 個人使

用の場

合 

団体使

用の場

合 

午前 

（午前

９時か

ら正午

まで） 

午後 

（午後

１時か

ら午後

５時ま

で） 

夜間 

（午後

５時30

分から

午後９

時ま

で） 

午前・

午後 

（午前

９時か

ら午後

５時ま

で） 

午後・

夜間 

（午後

１時か

ら午後

９時ま

で） 

終日 

（午前

９時か

ら午後

９時ま

で） 

時間利

用 

プール 120,00

0 

 15歳以

上の者

（中学

生を除

く。） 

１人１

回 

600 

中学生

以下の

者 

１人１

回 

300 

回数利

用券に

よる場

合 

11回に

つき15

20人以

上50人

未満の

団体 

個人 

使用 

の１ 

割引 

50人以

上の団

体 

個人 

使用 

の２ 

割引 
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歳以上

の者

（中学

生を除

く。） 

6,000 

(中学

生 以

下 の

者 

3,000 

体

育

館 

全面 690  5,400 7,200 6,300 11,300 12,200 16,100 １時間 

1,800 

  

半面 345  2,700 3,600 3,150 5,650 6,100 8,050 １時間 

900 

  

バド

ミン

トン

コー

ト 

        １面１

時間 

350 

  

柔剣道

室 

156  1,700 2,200 1,900 3,500 3,700 4,900 卓球台

１台２

時間 

300 

１人１

時間 

250 

 

トレー

ニング

室 

112         １人１

時間 

250 

回数利

用券に

よる場

合 

１時間

を１回

とし11

回につ

き 

2,500 

 

大会議

室 

234 250 10,000 13,400 11,700 21,100 22,600 29,800    

中会議

室 

64 30 2,700 3,700 3,200 5,800 6,200 8,200    

小会議

室１ 

30 10 1,300 1,700 1,500 2,700 2,900 3,800    

小会議

室２ 

36 15 1,500 2,100 1,800 3,200 3,500 4,600    

小会議

室３ 

44 20 1,900 2,500 2,200 4,000 4,200 5,600    
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小会議

室４ 

56 30 2,400 3,200 2,800 5,000 5,400 7,100    

小会議

室５ 

40 20 1,700 2,300 2,000 3,600 3,900 5,100    

和室１ 54 30 2,300 3,100 2,700 4,900 5,200 6,900    

和室２ 45 25 1,900 2,600 2,300 4,100 4,400 5,800    

和室３ 45 25 1,900 2,600 2,300 4,100 4,400 5,800    

特別会

議室 

33 10 1,400 1,900 1,700 3,000 3,200 4,300    

料理室 122 40 6,800 9,100 7,900 14,300 15,300 20,200    

音楽室 109 40 5,100 6,800 6,000 10,700 11,500 15,200    

美術室 84 40 4,000 5,300 4,600 8,400 8,900 11,800  １人１

時間 

200 

 

陶芸室 98 40 4,600 6,200 5,400 9,700 10,400 13,800  １人１

時間 

200 

 

工芸室 59 30 2,800 3,700 3,200 5,900 6,200 8,200  １人１

時間 

200 

 

   シ  垂水区文化センター  

施設 利用料金（単位 円） 

名称 面積 

（単位 

 平方

メート

ル） 

定員 

（単位 

 人） 

専用使用の場合 個人使用の場

合 午前 

（午前

９時か

ら正午

まで） 

午後 

（午後

１時か

ら午後

５時ま

で） 

夜間 

（午後

５時30

分から

午後９

時ま

で） 

午前・

午後 

（午前

９時か

ら午後

５時ま

で） 

午後・

夜間 

（午後

１時か

ら午後

９時ま

で） 

終日 

（午前

９時か

ら午後

９時ま

で） 

時間外

の使用

１時間

につき 

大ホー

ル 

501 572 21,500 28,700 25,100 45,100 48,400 63,900 7,200   

会議

室 

中 66 30 2,800 3,800 3,300 5,900 6,400 8,400 1,000   

48 24 2,100 2,700 2,400 4,300 4,600 6,100 700   

47 22 2,000 2,700 2,400 4,200 4,500 6,000 700   

小 42 20 1,800 2,400 2,100 3,800 4,100 5,400 600   

37 20 1,600 2,100 1,900 3,300 3,600 4,700 600   

29 10 1,200 1,700 1,500 2,600 2,800 3,700 400   

14 ６ 600 800 700 1,300 1,400 1,800 200   

講習室 73 32 3,100 4,200 3,700 6,600 7,000 9,300 1,100   

料理教

室 

119 36 6,600 8,800 7,700 13,900 14,900 19,700 2,200   

美術室 99 40 4,700 6,200 5,500 9,800 10,500 13,900 1,600 １人１時間に

つき  

150 

多目的 132 96 5,700 7,600 6,600 11,900 12,700 16,800 1,900   
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ホール 

木工工

芸室 

77 30 3,600 4,800 4,200 7,600 8,200 10,800 1,200 １人１時間に

つき  

150 

音楽練

習室 

77 30 3,600 4,800 4,200 7,600 8,200 10,800 1,200   

和室 72 30 3,400 4,500 4,000 7,100 7,600 10,100 1,200   

体

育

館 

全面 562   4,400 5,800 5,100 9,200 9,900 13,000 1,500    

バド

ミン

トン

コー

ト 

    １面 ２時間につき 700   

卓球

台 

    １台 ２時間につき 300   

トレー

ニング

室 

210   9,000 12,000 10,500 18,900 20,300 26,800 3,000 １人２時間に

つき  

300 

  別表第２第１号カ中「北神区民センター」を「北神区文化センター」に改め，

同号中カをクとし，クの次に次のように加える。  

   ケ  長田区文化センター  

施設 利用料金（単位 円） 

名称 面積 

（単位 

 平方

メート

ル） 

定員 

（単位 

 人） 

専用使用の場合 個人使用の場

合 午前 

（午前

９時か

ら正午

まで） 

午後 

（午後

１時か

ら午後

５時ま

で） 

夜間 

（午後

５時30

分から

午後９

時ま

で） 

午前・

午後 

（午前

９時か

ら午後

５時ま

で） 

午後・

夜間 

（午後

１時か

ら午後

９時ま

で） 

終日 

（午前

９時か

ら午後

９時ま

で） 

時間外

の使用

１時間

につき 

大ホー

ル 

580 414 24,900 33,200 29,000 52,300 56,000 74,000 8,300  

会

議

室 

大 384 400 16,500 22,000 19,200 34,600 37,100 49,000 5,500   

中 101 70 4,300 5,800 5,100 9,100 9,700 12,900 1,500   

55 30 2,400 3,100 2,800 5,000 5,300 7,000 800   

小 57 24 2,400 3,300 2,900 5,100 5,500 7,300 800   

36 24 1,500 2,100 1,800 3,200 3,500 4,600 500   

29 18 1,200 1,700 1,500 2,600 2,800 3,700 400  

音楽鑑

賞・会

議室 

36 20 1,700 2,300 2,000 3,600 3,800 5,100 600   

講習室 70 54 3,300 4,400 3,900 6,900 7,400 9,800 1,100   

60 42 

36 

24 

2,600 3,400 3,000 5,400 5,800 7,700 900 １人１時間に

つき 150 
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美術室 97 45 4,600 6,100 5,300 9,600 10,300 13,600 1,600 １人１時間に

つき 150 

多目的

ホール 

76 45 3,600 4,800 4,200 7,500 8,100 10,700 1,200   

多目的

室 

105 48 5,000 6,600 5,800 10,400 11,100 14,700 1,700   

染色室 86 40 4,100 5,400 4,700 8,500 9,100 12,100 1,400 １人１時間に

つき 150 

文化教

室 

77 40 3,600 4,800 4,200 7,600 8,200 10,800 1,200 １人１時間に

つき 150 

和室 81 50 3,800 5,100 4,500 8,000 8,600 11,400 1,300   

44 18 2,100 2,800 2,400 4,400 4,700 6,200 700   

陶芸室 85 20 4,000 5,300 4,700 8,400 9,000 11,900 1,400 １人３時間に

つき 450 

料理教

室 

95 37 5,300 7,100 6,200 11,100 11,900 15,800 1,800   

体

育

館 

全面 1,000   7,800 10,400 9,200 16,400 17,600 23,200 2,600   

15,600 20,800 18,400 32,800 35,200 46,400 5,200   

半面 500   3,900 5,200 4,600 8,200 8,800 11,600 1,300   

バド

ミン

トン

コー

ト 

     １面 ２時間につき 700   

卓球

台 

     １台 ２時間につき 300   

トレー

ニング

室 

270 60 11,600 15,400 13,500 24,300 26,100 34,500 3,900 １人２時間

（２時間未満

の端数は，２

時間として計

算する。以下

同じ。）につ

き 300 

    備考 

      １  会議室にあっては大，中（面積が 55平方メートルのもの）及び小

（面積が 36平方メートルのもの）は本館に，中（面積が 101平方メ

ートルのもの）及び小（面積が 57平方メートル及び 29平方メート

ルのもの）は別館に，講習室にあっては面積が 60平方メートルの

ものは本館に，面積が 70平方メートルのものは別館に，和室にあ

っては面積が 81平方メートルのものは本館に，面積が 44平方メー

トルのものは別館に，それぞれ置く。  
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２  体育館の全面を使用する場合の利用料金については，体育競技に

使用するときは上段に掲げる 金額を，それ以外の目的のために使

用するときは下段に掲げる金額を適用する。

  別表第２第１号オ中「北区民センター」を「北区文化センター」に改め，同

号中オをキとし，エをオとし，オの次に次のように加える。  

カ  兵庫区文化センター

施設 利用料金（単位 円） 

名称 面積 

（単位 

平方

メート

ル） 

定員 

（単位 

人） 

専用使用の場合 個人使用の場

合 午前 

（午前

９時か

ら正午

まで） 

午後 

（午後

１時か

ら午後

５時ま

で） 

夜間 

（午後

５時30

分から

午後９

時ま

で） 

午前・

午後 

（午前

９時か

ら午後

５時ま

で） 

午後・

夜間 

（午後

１時か

ら午後

９時ま

で） 

終日 

（午前

９時か

ら午後

９時ま

で） 

時間外

の使用

１時間

につき 

会

議

室 

大 90 54 3,900 5,100 4,500 8,100 8,700 11,500 1,300  

中 61 45 2,600 3,500 3,100 5,500 5,900 7,800 900  

小 45 26 1,900 2,600 2,300 4,100 4,300 5,700 700  

42 27 1,800 2,400 2,100 3,800 4,100 5,400 600  

39 15 1,700 2,200 2,000 3,500 3,800 5,000 600  

特別会

議室 

52 21 2,500 3,300 2,900 5,200 5,500 7,300 900  

料理教

室 

114 48 6,400 8,500 7,400 13,400 14,300 18,900 2,200  

講習室 109 72 4,700 6,200 5,500 9,800 10,500 13,900 1,600  

美術室 105 40 5,000 6,600 5,800 10,400 11,100 14,700 1,700 １人１時間に

つき 150 

日曜大

工室 

87 39 4,100 5,500 4,800 8,600 9,200 12,200 1,400 １人１時間に

つき 150 

服飾室 77 42 3,600 4,800 4,200 7,600 8,200 10,800 1,200  

音楽練

習室 

110 40 5,200 6,900 6,100 10,900 11,700 15,400 1,800  

体

育

館 

全面 1,086  7,800 10,400 9,200 16,400 17,600 23,200 2,600  

15,600 20,800 18,400 32,800 35,200 46,400 5,200  

半面 500  3,900 5,200 4,600 8,200 8,800 11,600 1,300  

バド

ミン

トン

コー

ト 

１面 ２時間につき 700 

卓球

台 

１台 ２時間につき 300 
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     備考  体育館の全面を使用する場合の利用料金については，体育競技に

使用するときは上段に掲げる金額を，それ以外の目的のため に使用

するときは下段に掲げる金額を適用する。  

  別表第２第１号中ウをエとし，イをウとし，アの次に次のように加える。  

   イ  灘区文化センター  

施設 利用料金（単位 円） 

名称 面積 

（単位 

 平方

メート

ル） 

定員 

（単位 

 人） 

専用使用の場合 個人使用の場

合 午前 

（午前

９時か

ら正午

まで） 

午後 

（午後

１時か

ら午後

５時ま

で） 

夜間 

（午後

５時30

分から

午後９

時ま

で） 

午前・

午後 

（午前

９時か

ら午後

５時ま

で） 

午後・

夜間 

（午後

１時か

ら午後

９時ま

で） 

終日 

（午前

９時か

ら午後

９時ま

で） 

時間外

の使用

１時間

（１時

間未満

の端数

は，１

時間と

して計

算す

る。以

下同

じ。）

につき 

会

議

室 

大 270 200 5,800 7,800 6,800 12,200 13,100 17,400 2,000   

中 91 48 3,900 5,200 4,600 8,200 8,800 11,600 1,300   

小 45 24 1,900 2,600 2,300 4,100 4,300 5,700 700   

40 18 1,700 2,300 2,000 3,600 3,900 5,100 600   

34 14 

18 

1,500 1,900 1,700 3,100 3,300 4,300 500   

料理教

室 

144 48 8,000 10,700 9,400 16,900 18,100 23,900 2,700   

美術室 110 30 5,200 6,900 6,100 10,900 11,700 15,400 1,800 １人１時間に

つき 150 

工芸室 73 30 3,400 4,600 4,000 7,200 7,800 10,200 1,200 １人１時間に

つき 150 

服飾室 91 36 4,300 5,700 5,000 9,000 9,700 12,800 1,500   

音楽室 100 40 4,700 6,300 5,500 9,900 10,600 14,000 1,600   

陶芸室 121 40 5,700 7,600 6,700 12,000 12,800 17,000 1,900 １人３時間

（３時間未満

の端数は，３

時間として計

算する。以下

同じ。）につ

き 450 

和室 63 30 3,000 4,000 3,500 6,200 6,700 8,800 1,000   

伝承芸 50 24 2,400 3,100 2,800 5,000 5,300 7,000 800   
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能室 

体

育

館 

全面 530 3,900 5,200 4,600 8,200 8,800 11,600 1,300   

バド

ミン

トン

コー

ト 

１面 ２時間につき 700 

卓球

台 

１台 ２時間につき 300 

別表第２第２号を次のように改める。

(２ ) 附属設備の使用料

ア  東灘区文化センター，灘区民ホール，葺合文化センター，生田

文 化 会 館 ， 北 区文化センター，北神区文化センター，須磨区文

化センター及び西区文化センター  １設備１回につき  6,300円

イ  灘区文化センター，兵庫区文化センター，長田区文化センター

及び垂水区文化センター  １設備１回につき  3,600円

ウ  北須磨文化センター  １台１時間につき  300円

 （文化センター条例の一部改正）  

第２条  神戸市立文化センター条例の一部を次のように改正する。

第２条の表神戸市立葺合文化センターの項中「及び旗塚通４丁目４番１号」

を削る。

別表第１葺合文化センターの項中「大ホール  大ホール附属室」を削り，同

表中備考１を削り，備考２を備考とする。

別表第２第１号エ大ホールの項及び大ホール附属室の項を削り，同表中備考

１を削り，備考２を備考１とし，備考３を備考２とする。

附  則

 （施行期日）  

１  この条例は，令和２年４月１日から施行する。 ただし，次の各号に掲げる規

定は，当該各号に定める日から施行する。  

（１）  第２条の改正規定  令和２年７月１日  

（２）  附則第５項及び第６項の規定  公布の日

（勤労市民センター条例の廃止）
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２  神戸市立勤労市民センター条例（昭和 48年３月条例第 72号）は，廃止する。

（都市公園条例の改正）  

３  神戸市都市公園条例（昭和 33年３月条例第 54号）の一部を次のように改正す

る。

別表第１第１号落合中央公園の項中「プール」，「体育館」，「柔剣道室」，「ト

レ ー ニ ン グ 室 」，「 集 会 室 」，「 料 理 室 」，「 音 楽 室 」，「 美 術 室 」，「 陶 芸 室 」 及 び

「工芸室」を削り，同表第２号落合中央公園の項を削る。  

別表第２第２号の表落合中央公園の項を削り，同表第６号の表プールの部落

合中央公園の項，体育館の部落合中央公園の項，柔剣道室の部，トレーニング

室の部，集会室の部落合 中央公園の項，料理室の部落合中央公園の項，音楽室

の部，美術室の部，陶芸室の部及び工芸室の部を削り， 同表第７号電気炉の 部

を削る。  

（経過措置）  

４  この条例の施行の日前の使用に係る利用料金の収受については，なお従前の

例による。

 （準備行為）  

５  第１条による改正後の神戸市立文化センター条例（以下「新条例」という。）

別表第１に掲げる施設に係る新条例第６条第１項の許可，新条例第 10条第１項

の利用料金の収受その他必要な行為は，この条例の施行前においてもすること

ができる。  

６  新条例を施行するために必要な別表第１に掲げる施設に係る指定管理者の指

定，許可その他の行為は，この条例の施行前においても，この新条例の例によ

りすることができる。  

理     由

神戸市立区民センター，神戸市立勤労市民センター及び神戸市立北須磨文化セン

ターを市民の文化活動・地域活動及び交流の各区の拠点として整備し，機能の統一

化及び市民サービスの向上・均質化を図ること等に伴い，条例を改正する必要があ

るため。また，神戸市立葺合文化センターの大ホール及び大ホール附属室を廃止す
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るに当たり，条例を改正する必要があるため。  
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（参考 １）  

神戸市立区民セ  

（現    行）  

神 戸 市 立 区 民 セ ン タ ー 条 例

（ 設 置 ）  

第 １ 条 市 民 の 文 化 の 向 上 ， 福 祉 の 増 進 及 び 余 暇 の 活用 を 図 る と と も に ， 市 民 相 互 の 交 流 及 び

地 域 活 動の 振 興 に 資 す る た め ， 神 戸 市 立 区 民 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。） を 設 置

す る 。  

（ 名 称 及び 位 置 ）

第 ２ 条 セ ン タ ー の 名 称 及 び 位 置 は ， 次 の 表 の と お りと す る 。

名 称 位 置

神 戸 市 立東 灘 区 民 セ ン タ ー 本 館 神 戸 市 東 灘 区 住 吉 東 町 ５ 丁 目 １ 番 16号

神 戸 市 立灘 区 民 ホ ー ル 神 戸 市 灘 区 岸 地 通 １ 丁 目 １ 番 １ 号

神 戸 市 立葺 合 文 化 セ ン タ ー 神 戸 市 中 央 区 熊 内 橋 通 ７ 丁 目 １番 13号 及 び 旗 塚 通

４ 丁 目 ４ 番 １ 号  

神 戸 市 立生 田 文 化 会 館 神 戸 市 中 央 区 中 山 手 通 ６ 丁 目 １ 番 40号

神 戸 市 立北 区 民 セ ン タ ー 神 戸 市 北 区 鈴 蘭 台 西 町 １ 丁 目 22番 １ 号 及 び 26番 １

号  

神 戸 市 立北 神 区 民 セ ン タ ー 神 戸 市 北 区 藤 原 台 中 町 １ 丁 目 ３ 番 １ 号

神 戸 市 立須 磨 区 市 民 セ ン タ ー 神 戸 市 須 磨 区 中 島 町 １ 丁 目 ２ 番 ３ 号

神 戸 市 立 西 区 民 セ ン タ ー 神 戸 市 西 区 糀 台 ５ 丁 目 ６ 番 １ 号
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ンター条例 ぬきがき  

(第１条による改正案 ) 

神 戸 市立 文 化 セ ン タ ー 条 例 （   は ， 改 正 部 分 を 示 す 。）

 市 民 の健 康 及 び 福 祉 の 増 進 並 び に 文 化 の 向 上 を 図 ると と も に ， 地 域 活 動 の 振 興 及 び 市

民 相 互 の 交 流 に 資 す る た め ， 神戸 市 立 文 化 セ ン タ ー （以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。） を 設 置 す

る 。

名 称 位 置

神 戸 市 立東 灘 区 文 化 セ ン タ ー  神 戸 市 東 灘 区 住 吉 東 町 ５ 丁 目 １ 番 16号

神 戸 市 立灘 区 文 化 セ ン タ ー 神 戸 市 灘 区 深 田 町 ４ 丁 目 １ 番 39-401号

神 戸 市 立灘 区 民 ホ ー ル 神 戸 市 灘 区 岸 地 通 １ 丁 目 １ 番 １ 号

神 戸 市 立葺 合 文 化 セ ン タ ー 神 戸 市 中 央 区 熊 内 橋 通 ７ 丁 目 １ 番 13号 及 び 旗 塚 通

４ 丁 目 ４ 番 １ 号  

神 戸 市 立生 田 文 化 会 館 神 戸 市 中 央 区 中 山 手 通 ６ 丁 目 １ 番 40号

神 戸 市 立兵 庫 区 文 化 セ ン タ ー 神 戸 市 兵 庫 区 羽 坂 通 ４ 丁 目 １ 番 １ 号

神 戸 市 立北 区 文 化 セ ン タ ー 神 戸 市 北 区 鈴 蘭 台 西 町 １ 丁 目 22番 １ 号 及 び 26番 １

号  

神 戸 市 立北 神 区 文 化 セ ン タ ー 神 戸 市 北 区 藤 原 台 中 町 １ 丁 目 ３ 番 １ 号

神 戸 市 立長 田 区 文 化 セ ン タ ー 本 館 神 戸 市 長 田 区 若 松 町 ５ 丁 目 ５ 番 １ 号

別 館 神 戸 市 長 田 区 若 松 町 ４ 丁 目 ２ 番 15号

神 戸 市 立須 磨 区 文 化 セ ン タ ー 神 戸 市 須 磨 区 中 島 町 １ 丁 目 ２ 番 ３ 号

神 戸 市 立北 須 磨 文 化 セ ン タ ー 神 戸 市 須 磨 区 中 落 合 ３ 丁 目 １ 番 ２ 号

神 戸 市 立垂 水 区 文 化 セ ン タ ー 神 戸 市 垂 水 区 日 向 町 １ 丁 目 ５ 番 １ 号

神 戸 市 立西 区 文 化 セ ン タ ー 神 戸 市 西 区 糀 台 ５ 丁 目 ６ 番 １ 号
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（ 事 業 ）  

第 ３ 条  セ ン タ ー は ， そ の 目 的を 達 成 す る た め ， 次 に掲 げ る 事 業 を 行 う 。  

（ １ ） 地域 活 動 及 び 文 化 の 向 上の た め の 催 し に 施 設 を利 用 さ せ る こ と 。  

（ ２ ）          地 域各 種 団 体 の 健 全 な 育 成を 図 る た め に 施 設 を 利用 さ せ る こ と 。  

（ ３），（４ ）  略  

（ 使 用 の許 可 ）  

第 ６ 条  施 設 を 使 用 し よ う と する 者 （ 以 下 「 使 用 申 請者 」 と い う。） は ， 規 則で 定 め る と こ ろ

に よ り ， 指 定 管 理 者 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 規 則 で 定 め る 施 設 に つ い て は ，

こ の 限 りで な い 。  

２  略  

（ 届 出 ）  

第 ７ 条  使 用 申 請 者 は ， 施 設 の使 用 に 当 た っ て 入 場 料， 受 講 料 そ の 他 の 対 価を 収 受 す る と き ，

又 は 営 利 若 し く は 第 １ 条 に 規 定 す る 目 的 以 外 の 目 的 の た め に 施 設 を 使 用 し よ う と す る と き は ，

規 則 で 定め る 事 項 を 指 定 管 理 者に 届 け 出 な け れ ば な らな い 。  

 （ 使 用期 間 ）  

第 ９ 条  施 設 は ， 引 き 続 き ３ 日を 超 え る 独 占 的 な 使 用を す る こ と は で き な い。 た だ し ， 指 定 管

理 者 が 特別 の 理 由 が あ る と 認 める と き は ， こ の 限 り でな い 。  

（ 利 用 料金 ）  

第 10条  略  

２  第 ６条 第 １ 項 の 許 可 を 受 けた 者 （ 以 下 「 使 用 者 」と い う 。）は ， 別 表 第 ２に 定 め る 額 （ 営

利 そ の 他第 １ 条 の 目 的 以 外 の 目的 に 使 用 す る 場 合 に あっ て は ， 別 表 第 ２ に 定め る 額 の ５ 倍 の

額 ） の 範囲 内 に お い て あ ら か じめ 市 長 の 承 認 を 得 て 指定 管 理 者 が 定 め る 額 の利 用 料 金 を 指 定

管 理 者 に支 払 わ な け れ ば な ら ない 。  

３ ～ ５  略  

別 表 第 １（ 第 ４ 条 関 係 ）  

セ ン タ ー  施 設  

東 灘 区 民セ ン タ ー 本 館  大 ホ ー ル  会 議 室  多 目 的 ホ ール  料 理 教 室  和 室  衣 服 文 化

室  音 楽室  視 聴 覚 室  美 術 室  陶 工 芸 室  図 書 コ ーナ ー  青

少 年 コ ーナ ー  ロ ビ ー そ の 他 の便 益 施 設  
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市 民 の 健 康 及 び 福 祉 の 増 進 並 びに

地 域 活 動 の 振 興 及 び  

セ ン タ ー 施 設

東 灘 区 文化 セ ン タ ー 大 ホ ー ル 会 議 室 多 目 的 ホ ー ル 料 理 教 室 和 室 衣 服 文 化

室  音 楽 室  視 聴 覚 室 美 術 室 陶 工 芸 室 図 書 コ ー ナ ー 青

少 年 コ ー ナ ー ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設

（　147　）



灘 区 民 ホー ル 大 ホ ー ル 会 議 室 音 楽 室 ロビ ー そ の 他 の 便 益 施 設

葺 合 文 化セ ン タ ー 大 ホ ー ル 大 ホ ー ル 附 属 室 会議 室 多 目 的 室 和 室 ロ ビ ー

そ の 他 の 便 益 施 設

生 田 文 化会 館 大 ホ ー ル 会 議 室  多 目 的 ホ ー ル 料 理 教 室 和 室 衣 服 文 化

室 音 楽 室 視 聴 覚 室  美 術 室 陶 工 芸 室 体 育 室 青 少 年 コ

ー ナ ー ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施設

北 区 民 セン タ ー 大 ホ ー ル 会 議 室 多 目 的 ホ ー ル 研 修 室 料 理 教 室  和 室  

音 楽 室 ト レ ー ニ ン グ 室 体 育館 談 話 室 ロ ビ ー そ の 他 の 便

益 施 設

北 神 区 民セ ン タ ー 大 ホ ー ル 会 議 室 多 目 的 ホ ー ル 和 室  音 楽 室  美 術 室  陶

工 芸 室 青 少 年 コ ー ナ ー 駐 車場 ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設

須 磨 区 民セ ン タ ー 大 ホ ー ル 会 議 室 料 理 教 室 和 室 衣 服 文 化 室 音 楽 室 美

術 室 陶 工 芸 室 区 民 ギ ャ ラ リ ー 談 話 室 青 少 年 コ ー ナ ー

ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設

西 区 民 セン タ ー 大 ホ ー ル 会 議 室 多 目 的 ホ ー ル 料 理 教 室 和 室 衣 服 文 化

室  音 楽 室 視 聴 覚 室 美 術 室 陶 工 芸 室 区 民 ギ ャ ラ リ ー

青 少 年 コ ー ナ ー ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設
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灘 区 文 化セ ン タ ー 会 議 室 料 理 教 室 美 術 室 工芸 室 服 飾 室  音 楽 室  陶 芸 室

和 室 伝 承 芸 能 室 体 育 室 老人 談 話 室 ロ ビ ー そ の 他 の 便 益

施 設

灘 区 民 ホー ル 大 ホ ー ル 会 議 室 音 楽 室 ロビ ー そ の 他 の 便 益 施 設

葺 合 文 化セ ン タ ー 大 ホ ー ル 大 ホ ー ル 附 属 室 会議 室 多 目 的 室 和 室 ロ ビ ー

そ の 他 の 便 益 施 設

生 田 文 化会 館 大 ホ ー ル 会 議 室  多 目 的 ホ ー ル 料 理 教 室 和 室 衣 服 文 化

室 音 楽 室 視 聴 覚 室  美 術 室 陶 工 芸 室 体 育 室 青 少 年 コ

ー ナ ー ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施設

兵 庫 区 文化 セ ン タ ー 会 議 室 料 理 教 室 講 習 室 美術 室  日 曜 大 工 室  服 飾 室  音

楽 練 習 室 体 育 館 青 少 年 ホ ー ル ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設

北 区 文 化 セ ン タ ー 大 ホ ー ル 会 議 室 多 目 的 ホ ー ル 研 修 室 料 理 教 室  和 室  

音 楽 室 ト レ ー ニ ン グ 室 体 育館 談 話 室 ロ ビ ー そ の 他 の 便

益 施 設

北 神 区 文化 セ ン タ ー 大 ホ ー ル 会 議 室 多 目 的 ホ ー ル 和 室  音 楽 室  美 術 室  陶

工 芸 室 青 少 年 コ ー ナ ー 駐 車場 ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設

長 田 区 文化 セ ン タ ー 本 館 会 議 室 音 楽 鑑 賞 ・ 会 議 室 講 習 室 美 術 室

多 目 的 ホ ー ル  染 色 室  文 化 教 室  和 室 陶 芸

室  体 育 館  老 人 談 話 室  青 少 年 ホ ー ル ロ ビ

ー そ の 他の 便 益 施 設

別 館 大 ホ ー ル 会 議 室  講 習 室 多 目 的 室 和 室

料 理 教 室 ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設

須 磨 区 文化 セ ン タ ー 大 ホ ー ル 会 議 室 料 理 教 室 和 室 衣 服 文 化 室 音 楽 室 美

術 室 陶 工 芸 室 区 民 ギ ャ ラ リ ー 談 話 室 青 少 年 コ ー ナ ー

ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設

北 須 磨 文化 セ ン タ ー プ ー ル 体 育 館 柔 剣 道 室  トレ ー ニ ン グ 室 集 会 室 料 理 室

音 楽 室 美 術 室 陶 芸 室 工 芸室  電 気 炉  

垂 水 区 文化 セ ン タ ー 大 ホ ー ル 会 議 室 講 習 室 料理 教 室 美 術 室 多 目 的 ホ ー ル
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別 表 第 ２（ 第 10条 関 係 ）

(1) 施 設 の 利 用 料 金

ア 東 灘区 民 セ ン タ ー 本 館
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 木 工 工 芸 室  音 楽 練 習 室  和 室  体 育 館  ト レ ー ニ ン グ 室  ギ

ャ ラ リ ー  青 少 年 コ ー ナ ー  ロビ ー そ の 他 の 便 益 施 設  

西 区 文 化 セ ン タ ー  大 ホ ー ル  会 議 室  多 目 的 ホ ー ル  料 理 教 室  和 室  衣 服 文 化

室  音 楽 室  視 聴 覚 室  美 術 室  陶 工 芸 室  区 民 ギ ャ ラ リ ー  

青 少 年 コ ー ナ ー  ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設  

 

 

 東 灘 区 文 化 セ ン タ ー  

イ  灘 区文 化 セ ン タ ー  

施 設  利 用 料 金 （ 単 位  円 ）  

名 称  
面 積  

（ 単

位  

平 方

メ ー

ト

ル ）  

定 員  

（ 単

位  

人 ）  

専 用 使 用 の 場 合  個 人 使 用 の 場 合  

午 前  

（ 午 前

９ 時 か

ら 正 午

ま で ）  

午 後  

（ 午 後

１ 時 か

ら 午 後

５ 時 ま

で ）  

夜 間  

（ 午 後

５ 時 30

分 か ら

午 後 ９

時 ま

で ）  

午 前 ・

午 後  

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

５ 時 ま

で ）  

午 後 ・

夜 間  

（ 午 後

１ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で ）  

終 日  

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で ）  

時 間 外

の 使 用

１ 時 間

（ １ 時

間 未 満

の 端 数

は ， １

時 間 と

し て 計

算 す

る 。 以

下 同

じ 。 ）

に つ き  

会 議

室  

大  270 200 5,800 7,800 6,800 12,200 13,100 17,400 2,000  

中  91 48 3,900 5,200 4,600 8,200 8,800 11,600 1,300  

小  45 24 1,900 2,600 2,300 4,100 4,300 5,700 700  

40 18 1,700 2,300 2,000 3,600 3,900 5,100 600  

34 14 

18 

1,500 1,900 1,700 3,100 3,300 4,300 500  

料 理 教

室  

144 48 8,000 10,700 9,400 16,900 18,100 23,900 2,700  

美 術 室  110 30 5,200 6,900 6,100 10,900 11,700 15,400 1,800 １ 人 １ 時 間 に つ き

150 

工 芸 室  73 30 3,400 4,600 4,000 7,200 7,800 10,200 1,200 １ 人 １ 時 間 に つ き

150 

服 飾 室  91 36 4,300 5,700 5,000 9,000 9,700 12,800 1,500  

音 楽 室  100 40 4,700 6,300 5,500 9,900 10,600 14,000 1,600  

陶 芸 室  121 40 5,700 7,600 6,700 12,000 12,800 17,000 1,900 １ 人 ３ 時 間 （ ３ 時

間 未 満 の 端 数 は ，

３ 時 間 と し て 計 算

す る 。 以 下 同

じ 。 ） に つ き  

450 

和 室  63 30 3,000 4,000 3,500 6,200 6,700 8,800 1,000  

伝 承 芸

能 室  

50 24 2,400 3,100 2,800 5,000 5,300 7,000 800  
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イ

ウ

エ
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体

育

館  

全 面  530  3,900 5,200 4,600 8,200 8,800 11,600 1,300  

バ ド

ミ ン

ト ン

コ ー

ト  

  １ 面  ２時 間 に つ き  700  

卓 球

台  

  １ 台  ２時 間 に つ き  300  

ウ   

エ   

オ  

カ  兵 庫区 文 化 セ ン タ ー  

施 設  利 用 料 金 （ 単 位  円 ）  

名 称  面 積  

（ 単

位  

平 方

メ ー

ト

ル ）  

定 員  

（ 単

位  

人 ）  

専 用 使 用 の 場 合  個 人 使 用 の 場 合  

午 前  

（ 午 前

９ 時 か

ら 正 午

ま で ）  

午 後  

（ 午 後

１ 時 か

ら 午 後

５ 時 ま

で ）  

夜 間  

（ 午 後

５ 時 30

分 か ら

午 後 ９

時 ま

で ）  

午 前 ・

午 後  

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

５ 時 ま

で ）  

午 後 ・

夜 間  

（ 午 後

１ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で ）  

終 日  

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で ）  

時 間 外

の 使 用

１ 時 間

に つ き  

会 議

室  

大  90 54 3,900 5,100 4,500  8,100 8,700 11,500 1,300   

中  61 45 2,600 3,500 3,100  5,500 5,900 7,800 900  

小  45 26 1,900 2,600 2,300  4,100 4,300 5,700 700  

42 27 1,800 2,400 2,100  3,800 4,100 5,400 600  

39 15 1,700 2,200 2,000  3,500 3,800 5,000 600  

特 別 会

議 室  

52 21 2,500 3,300 2,900  5,200 5,500 7,300 900  

料 理 教

室  

114 48 6,400 8,500 7,400  13,400 14,300 

 

18,900 2,200   

講 習 室  109 72 4,700 6,200 5,500  9,800 10,500 13,900 1,600   

美 術 室  105 40 5,000 6,600 5,800  10,400 11,100 14,700 1,700  １ 人 １ 時間 に つ き

150 

日 曜 大

工 室  

87 39 4,100 5,500 4,800  8,600 9,200 12,200 1,400  １ 人 １ 時間 に つ き

150 

服 飾 室  77 42 3,600 4,800 4,200  7,600 8,200 10,800 1,200   

音 楽 練

習 室  

110 40 5,200 6,900 6,100  10,900 11,700 15,400 1,800   

体

育

館  

全 面  1,086  7,800 10,400 9,200  16,400 17,600 23,200 2,600   

15,600  20,800 18,400  32,800 35,200 46,400 5,200   

半 面  500  3,900 5,200 4,600  8,200 8,800 11,600 1,300   

バ ド

ミ ン

ト ン

コ ー

ト  

  １ 面  ２ 時 間 に つ き  700  

卓 球

台  

  １ 台  ２ 時 間 に つ き  300  

   備 考  体 育 館 の 全 面 を 使 用す る 場 合 の 利 用 料 金 に つ い て は ， 体 育 競 技 に 使 用 す る と き  

    は 上 段 に 掲 げ る 金 額 を ， そ れ 以 外 の 目 的 の ため に 使 用 す る と き は 下 段 に 掲 げ る 金 額  
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オ 北 区民 セ ン タ ー  

カ 北 神区 民 セ ン タ ー
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を 適 用 す る 。

キ 北 区文 化 セ ン タ ー

ク 北 神区 文 化 セ ン タ ー

ケ 長 田区 文 化 セ ン タ ー

施 設 利 用 料 金 （ 単 位 円 ）

名 称 面 積

（ 単

位

平 方

メ ー

ト

ル ）

定 員

（ 単

位

人 ）

専 用 使 用の 場 合 個 人 使 用 の 場 合

午 前

（ 午 前

９ 時 か

ら 正 午

ま で ）  

午 後

（ 午 後

１ 時 か

ら 午 後

５ 時 ま

で ）

夜 間  

（ 午 後

５ 時 30

分 か ら

午 後 ９

時 ま

で ）

午 前 ・

午 後

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

５ 時 ま

で ）

午 後 ・

夜 間

（ 午 後

１ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で ）

終 日  

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で ）

時 間 外

の 使 用

１ 時 間

に つ き

大 ホ ー

ル

580 414 24,900 33,200 29,000 52,300 56,000  74,000  8,300  

会 議

室

大 384 400 16,500 22,000 19,200 34,600 37,100  49,000  5,500  

中 101 70 4,300 5,800 5,100 9,100 9,700 12,900  1,500  

55 30 2,400 3,100 2,800 5,000 5,300 7,000  800  

小 57 24 2,400 3,300 2,900 5,100 5,500 7,300  800  

36 24 1,500 2,100 1,800 3,200 3,500 4,600  500  

29 18 1,200 1,700 1,500 2,600 2,800 3,700  400  

音 楽 鑑

賞 ・ 会

議 室

36 20 1,700 2,300 2,000 3,600 3,800 5,100  600  

講 習 室 70 54 3,300 4,400 3,900 6,900 7,400 9,800  1,100  

60 42 

36 

24 

2,600 3,400 3,000 5,400 5,800 7,700  900 １ 人 １ 時 間 に つ き

150 

美 術 室 97 45 4,600 6,100 5,300 9,600 10,300  13,600  1,600 １ 人 １ 時 間 に つ き

150 

多 目 的

ホ ー ル

76 45 3,600 4,800 4,200 7,500 8,100 10,700  1,200  

多 目 的

室

105 48 5,000 6,600 5,800 10,400 11,100  14,700  1,700  

染 色 室 86 40 4,100 5,400 4,700 8,500 9,100 12,100  1,400 １ 人 １ 時 間 に つ き

150 

文 化 教

室

77 40 3,600 4,800 4,200 7,600 8,200 10,800  1,200 １ 人 １ 時 間 に つ き

150 

和 室 81 50 3,800 5,100 4,500 8,000 8,600 11,400  1,300  

44 18 2,100 2,800 2,400 4,400 4,700 6,200  700  

陶 芸 室 85 20 4,000 5,300 4,700 8,400 9,000 11,900  1,400 １ 人 ３ 時 間 に つ き

450 

料 理 教

室

95 37 5,300 7,100 6,200 11,100 11,900 15,800  1,800  

体

育

館  

全 面 1,000  7,800 10,400 9,200 16,400 17,600  23,200  2,600  

15,600 20,800 18,400 32,800 35,200  46,400  5,200  

半 面 500  3,900 5,200 4,600 8,200 8,800 11,600  1,300  

バ ド

ミ ン

ト ン

コ ー

ト

１ 面 ２ 時 間 に つ き 700 
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キ 須 磨区 民 セ ン タ ー
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卓 球

台

１ 台 ２ 時 間 に つ き 300 

ト レ ー

ニ ン グ

室

270 60 11,600 15,400 13,500 24,300 26,100  34,500  3,900 １ 人 ２ 時 間 （ ２ 時

間 未 満 の 端 数 は ，

２ 時 間 と し て 計 算

す る 。 以 下 同

じ 。 ） に つ き  

300 

備 考

１  会 議 室 に あ っ て は 大 ， 中 （ 面 積 が 55平 方 メ ー ト ル の も の ） 及 び 小 （ 面 積 が 36平

方 メ ー ト ル の も の ） は 本 館 に ，中 （ 面 積 が 101平 方 メ ート ル の も の ） 及 び 小 （ 面 積

が 57平 方 メ ー ト ル 及 び 29平 方 メ ー ト ル の もの ） は 別 館 に ， 講 習 室 に あ っ て は 面 積

が 60平 方 メ ー ト ル の も の は 本 館に ， 面 積 が 70平 方 メ ー ト ル の も の は 別 館 に ，和 室

に あ っ て は 面 積 が 81平 方 メ ー ト ル の も の は 本 館 に ， 面 積 が 44平 方 メ ー ト ル の も の

は 別 館 に ， そ れ ぞ れ 置 く 。

２ 体 育 館 の 全 面 を 使 用 す る 場合 の 利 用 料 金 に つ い て は ， 体 育 競 技 に 使 用 す る と き

は 上 段 に 掲 げ る 金 額 を ， そ れ 以 外 の 目 的 の た め に 使 用す る と き は 下 段 に 掲 げ る 金

額 を 適 用 す る 。  

コ 須 磨区 文 化 セ ン タ ー

サ 北 須磨 文 化 セ ン タ ー

施 設 利 用 料 金（ 単 位 円 ）

名 称 面 積

（ 単

位

平 方

メ ー

ト

ル ）

定 員

（ 単

位

人 ）

専 用 使 用 の 場 合 個 人 使 用

の 場 合

団 体 使 用

の 場 合午 前

（ 午 前

９ 時 か

ら 正 午

ま で ）  

午 後

（ 午 後

１ 時 か

ら 午 後

５ 時 ま

で ）

夜 間  

（ 午 後

５ 時 30

分 か ら

午 後 ９

時 ま

で ）

午 前 ・

午 後

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

５ 時 ま

で ）

午 後 ・

夜 間

（ 午 後

１ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で ）

終 日  

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で ）

時 間 外

の 使 用

１ 時 間

に つ き

プ ー ル 120,00

0

 15歳 以 上

の 者 （ 中

学 生 を 除

く 。 ）

１ 人 １ 回

600 

中 学 生 以

下 の 者

１ 人 １ 回

300 

回 数 利 用

券 に よ る

場 合

11回 に つ

き 15歳 以

上 の 者

（ 中 学 生

20人 以 上

50人 未 満

の 団 体

個 人 利

用 の １

割 引

50人 以 上

の 団 体

個 人 利

用 の 2

割 引
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工 芸 室 59 30 2,800 3,700 3,200 5,900 6,200 8,200  １ 人 １ 時

間

200 
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を 除

く 。 ）

6,000 

中 学 生 以

下 の 者

3,000 

体

育

館

全 面 690  5,400 7,200 6,300 11,300 12,200 16,100 １ 時 間

1,800 

半 面 345  2,700 3,600 3,150 5,650  6,100 8,050 １ 時 間

900 

バ ド

ミ ン

ト ン

コ ー

ト

１ 面 １

時 間

350 

柔 剣 道

室
156 

1,700 2,200 1,900 3,500 3,700 4,900 卓 球 台

１ 台 ２

時 間

300 

１ 人 １ 時

間

250 

ト レ ー

ニ ン グ

室

112   １ 人 １ 時

間

250 

回 数 利 用

券 に よ る

場 合

１ 時 間 を

１ 回 と し

11回 に つ

き

2,500 

大 会 議

室

234 250 10,000 13,400 11,700 21,100 22,600 29,800 

中 会 議

室

64 30 2,700 3,700 3,200 5,800 6,200 8,200 

小 会 議

室 １

30 10 1,300 1,700 1,500 2,700 2,900 3,800 

小 会 議

室 ２

36 15 1,500 2,100 1,800 3,200 3,500 4,600 

小 会 議

室 ３

44 20 1,900 2,500 2,200 4,000 4,200 5,600 

小 会 議

室 ４

56 30 2,400 3,200 2,800 5,000 5,400 7,100 

小 会 議

室 ５

40 20 1,700 2,300 2,000 3,600 3,900 5,100 

和 室 １ 54 30 2,300 3,100 2,700 4,900 5,200 6,900 

和 室 ２ 45 25 1,900 2,600 2,300 4,100 4,400 5,800 

和 室 ３ 45 25 1,900 2,600 2,300 4,100 4,400 5,800 

特 別 会

議 室

33 10 1,400 1,900 1,700 3,000 3,200 4,300 

料 理 室 122 40 6,800 9,100 7,900 14,300 15,300 20,200 

音 楽 室 109 40 5,100 6,800 6,000 10,700 11,500 15,200 

美 術 室 84 40 4,000 5,300 4,600 8,400 8,900 11,800  １ 人 １ 時

間

200 

陶 芸 室 98 40 4,600 6,200 5,400 9,700 10,400 13,800  １ 人 １ 時

間
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ク  西 区民 セ ン タ ー

(2) 附 属 設 備 の 使 用 料  １ 設 備 １ 回 に つ き 6,300円
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200 

工 芸 室  59 30 2,800 3,700 3,200 5,900 6,200 8,200  １ 人 １ 時

間  

200 

 

シ  垂 水区 文 化 セ ン タ ー  

施 設  利 用 料 金（ 単 位  円 ）  

名 称  面 積  

（ 単

位  

平 方

メ ー

ト

ル ）  

定 員  

（ 単

位  

人 ）  

専 用 使 用 の 場 合  個 人 使 用 の 場 合  

午 前  

（ 午 前

９ 時 か

ら 正 午

ま で ）  

午 後  

（ 午 後

１ 時 か

ら 午 後

５ 時 ま

で ）  

夜 間  

（ 午 後

５ 時 30

分 か ら

午 後 ９

時 ま

で ）  

午 前 ・

午 後  

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

５ 時 ま

で ）  

午 後 ・

夜 間  

（ 午 後

１ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で ）  

終 日  

（ 午 前

９ 時 か

ら 午 後

９ 時 ま

で ）  

時 間 外

の 使 用

１ 時 間

に つ き  

大 ホ ー

ル  

501 572 21,500 28,700 25,100 45,100 48,400 63,900  7,200  

会 議

室  

中  66 30 2,800 3,800 3,300 5,900 6,400 8,400 1,000  

48 24 2,100 2,700 2,400 4,300 4,600 6,100 700  

47 22 2,000 2,700 2,400 4,200 4,500 6,000 700  

小  42 20 1,800 2,400 2,100 3,800 4,100 5,400 600  

37 20 1,600 2,100 1,900 3,300 3,600 4,700 600  

29 10 1,200 1,700 1,500 2,600 2,800 3,700 400  

14 ６  600 800 700 1,300 1,400 1,800 200  

講 習 室  73 32 3,100 4,200 3,700 6,600 7,000 9,300 1,100  

料 理 教

室  

119 36 6,600 8,800 7,700 13,900 14,900 19,700  2,200  

美 術 室  99 40 4,700 6,200 5,500 9,800 10,500 13,900  1,600 １ 人 １ 時 間 に つ き  

150 

多 目 的

ホ ー ル  

132 96 5,700 7,600 6,600 11,900 12,700 16,800  1,900  

木 工 工

芸 室  

77 30 3,600 4,800 4,200 7,600 8,200 10,800  1,200 １ 人 １ 時 間 に つ き  

150 

音 楽 練

習 室  

77 30 3,600 4,800 4,200 7,600 8,200 10,800  1,200  

和 室  72 30 3,400 4,500 4,000 7,100 7,600 10,100  1,200  

体

育

館  

全 面  562  4,400 5,800 5,100 9,200 9,900 13,000  1,500  

バ ド

ミ ン

ト ン

コ ー

ト  

  １ 面  ２ 時 間 に つ き  700  

卓 球

台  

  １ 台  ２ 時 間 に つ き  300  

ト レ ー

ニ ン グ

室  

210  9,000 12,000 10,500 18,900 20,300 26,800  3,000 １ 人 ２ 時 間 に つ き

300 

ス  西 区文 化 セ ン タ ー  

(2) 附 属 設 備 の 使 用 料  

ア  東 灘 区 文 化 セ ン タ ー ， 灘 区 民 ホ ー ル ， 葺 合 文 化 セン タ ー ， 生 田 文 化 会 館 ， 北 区 文 化 セ

ン タ ー ，北 神 区 文 化 セ ン タ ー ， 須 磨 区 文 化 セ ン タ ー 及 び 西 区 文 化 セ ン タ ー  １ 設 備 １

回 に つ き  6,300円  
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イ 灘 区 文 化 セ ン タ ー ， 兵 庫 区 文 化 セ ン タ ー ， 長 田 区文 化 セ ン タ ー 及 び 垂 水 区 文 化 セ ン タ

ー １ 設 備 １ 回 に つ き 3,600円

ウ 北 須 磨 文 化 セ ン タ ー １ 台１ 時 間 に つ き 300円
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（参考 ２）  

神戸市立文化セ  

（第１条による改正案）  

（ 名 称 及び 位 置 ）

第 ２ 条 セ ン タ ー の 名 称 及 び 位 置 は ， 次 の 表 の と お りと す る 。

名 称 位 置

略 略

神 戸 市 立葺 合 文 化 セ ン タ ー 神 戸 市 中 央 区 熊 内 橋 通 ７ 丁 目 １ 番 13号 及 び 旗 塚 通

４ 丁 目 ４ 番 １ 号  

略 略

別 表 第 １（ 第 ４ 条 関 係 ）

セ ン タ ー 施 設

略 略

葺 合 文 化セ ン タ ー 大 ホ ー ル  大 ホ ー ル 附 属 室 会議 室 多 目 的 室 和 室 ロ

ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設  

略 略

備 考

１ 葺 合 文 化 セ ン タ ー の 施 設 の う ち ， 神 戸 市 中 央 区 熊 内 橋 通 ７ 丁 目 １ 番 1 3号

に 存 す る も の は 大 ホ ー ル 及 び 大 ホ ー ル 附 属 室 を 除 い た 施 設 で あ り ， 神 戸 市

中 央 区 旗 塚 通 ４ 丁 目 ４ 番 １ 号 に 存 す る も の は 大 ホ ー ル ， 大 ホ ー ル 附 属 室 及

び ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設 で あ る 。

２  北 区 民 セ ン タ ー の 施 設 の う ち ， 神 戸 市 北 区 鈴 蘭 台 西 町 １ 丁 目 2 2番 １ 号 に

存 す る も の は 大 ホ ー ル ， 多 目 的 ホ ー ル 及 び 音 楽 施 設 を 除 い た 施 設 で あ り ，

神 戸 市 北 区 鈴 蘭 台 西 町 １ 丁 目 2 6番 １ 号 に 存 す る も の は 大 ホ ー ル ， 多 目 的 ホ

ー ル ， 音 楽 室 及 び ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設 で あ る 。  

別 表 第 ２ （ 第 1 0条 関 係 ）

（ １ ） 施 設 の 利 用 料 金

 ア ， イ  略

ウ 

施設 利用料金（単位 円）

名称 面積
（単位
平方メ
ート
ル）

定員
（単
位
人） 

専用使用の場合 個人使用の
場合午前

（午前
９時か
ら正午
まで）  

午後
（午後
１時か
ら午後
５時ま
で）

夜間
（午後
５時30
分から
午後９
時ま
で）

午前・
午後
（午前
９時か
ら午後
５時ま
で）

午後・
夜間
（午後
１時か
ら午後
９時ま
で）

終日
（午前
９時か
ら午後
９時ま
で）

時間外
の使用
１時間
につき
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ンター条例 ぬきがき  

(第２条による改正案 ) 

（   は， 改 正 部 分 を 示 す 。）

１  北 区 民 セ ン タ ー の 施 設 の う ち ， 神 戸 市 北 区 鈴 蘭 台 西 町 １ 丁 目 2 2番 １ 号 に

存 す る も の は 大 ホ ー ル ， 多 目 的 ホ ー ル 及 び 音 楽 施 設 を 除 い た 施 設 で あ り ，

神 戸 市 北 区 鈴 蘭 台 西 町 １ 丁 目 2 6番 １ 号 に 存 す る も の は 大 ホ ー ル ， 多 目 的 ホ

ー ル ， 音 楽 室 及 び ロ ビ ー そ の 他 の 便 益 施 設 で あ る 。  

エ  
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大ホ
ール

315 320 13,500 18,000 15,800 28,400 30,400 40,200 4,500  

大ホ
ール
附属
室

30 20 1,400 1,900 1,600 3,000 3,200 4,200 500  

略  略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略

備考  

１  大ホール附属室は，大ホールを使用する場合において，使用できるものとする。

２ 会議室小（面積が60平方メートルのものに限る。）の利用料金については，洋裁，和裁又は

着付けのために使用する場合は上段に掲げる金額を，それ以外の目的のために使用する場合

は下段に掲げる金額を適用する。  

３  多目的室の利用料金については，会議以外の目的のために使用 する場合は上段に掲げる金

額を，会議の目的のために使用する場合は下段に掲げる金額を適用する。
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（参考 ３）  

神戸市都市  

（現    行）  

別表第１（第２条関係）  

(1) 附属設備を除く有料公園施設

都市公園名 有料公園施設

略 略  

落合中央公園 プール 体育館  柔剣道室 トレーニング室 駐車場  集

会室  料理室  音楽室 美術室  陶芸室  工芸室  

略 略

(2) 附属設備である有料公園施設

都市公園名 有料公園施設

略 略

落合中央公園 電気炉

略 略

別表第２（第14条関係）  

(1) 略   

(2) 公園施設を管理する場合

都市公園名 公園施設名 使用料

略 略 略

落合中央公園 喫茶店 １平方メートル１月につき 880円

販売コーナー １平方メートル１月につき 880円

略 略 略

(3)～ (5) 略  

(6) 有料公園施設（附属設備を除く。）を利用する場合

種

類 

都市

公園

名

区分 独占利用 個人利用  団体利用

午前 午後  夜間 午

前・ 

午

後・

終日 時間利

用
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公園条例  ぬきがき  

(改 正 案 ) 

（   は， 改 正 部 分 を 示 す 。）

（　169　）



午後 夜間

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略

プ

ー

ル

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略

落合

中央

公園

120,

000

円

 15歳以上の

者（中学生

を除く。）  

１人１回

600円

中学生以下

の者 １人

１回  300

円

回数利用券

による場合

11回につき

15歳以上の

者（中学生

を除く。）

6,000円

中学生以下

の者

3,000円

20人以上

50人未満

の団体

個人利

用の１

割引

50人以上

の団体

個人利

用の２

割引

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略

体

育

館 

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略

落合

中央

公園 

全面 5,40

0円

7,20

0円

6,30

0円  

11,3

00円  

12,2

00円  

16,1

00円  

１時間

1,800円

半面 2,70 3,60 3,15 5,65 6,10 8,05 １時間
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   0円  0円  0円  0円  0円  0円  900円    

バドミ

ントン

コート  

      １面１

時間  

350円  

略  略  略  略  略  略  略  略  略  略  略  

略  略 略  略  略  略  略  略  略  略  略  略  

柔

剣

道

室  

落合

中央

公園 

 1,70

0円  

2,20

0円  

1,90

0円  

3,50

0円  

3,70

0円  

4,90

0円  

卓球台

１台２

時間 

300円  

１人１時間  

 250円  

  

ト

レ

ー

ニ

ン

グ

室 

落合

中央

公園 

        １人１時間  

 250円  

回数利用券

による場合

１時間を１

回とし11回

につき  

2,500円  

  

略  略  略  略  略  略  略  略  略  略  略  略  

集

会

室  

略  略  略  略  略  略  略  略  略  略  略  

落合

中央

公園 

大会議

室  

10,0

00円  

13,4

00円  

11,7

00円  

21,1

00円  

22,6

00円  

29,8

00円  

     

中会議

室  

2,70

0円  

3,70

0円  

3,20

0円  

5,80

0円  

6,20

0円  

8,20

0円  

     

小会議

室１  

1,30

0円  

1,70

0円  

1,50

0円  

2,70

0円  

2,90

0円  

3,80

0円  

     

小会議

室２  

1,50

0円  

2,10

0円  

1,80

0円  

3,20

0円  

3,50

0円  

4,60

0円  

     

小会議 1,90 2,50 2,20 4,00 4,20 5,60      
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室３ 0円 0円 0円 0円 0円 0円

小会議 2,40 3,20 2,80 5,00 5,40 7,10   

室４ 0円 0円 0円 0円 0円 0円

小会議

室５

1,70

0円

2,30

0円

2,00

0円

3,60

0円

3,90

0円

5,10

0円

 

和室１ 2,30  3,10  2,70  4,90  5,20  6,90   

0円 0円 0円 0円 0円 0円

和室２ 1,90

0円

2,60

0円

2,30

0円

4,10

0円

4,40

0円

5,80

0円

 

和室３ 1,90

0円

2,60

0円

2,30

0円

4,10

0円

4,40

0円

5,80

0円

 

特別会

議室

1,40

0円

1,90

0円

1,70

0円

3,00

0円

3,20

0円

4,30

0円

 

料

理

室

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 略

落合

中央

公園

6,80

0円

9,10

0円

7,90

0円  

14,3

00円  

15,3

00円  

20,2

00円

 

音

楽

室

落合

中央

公園

5,10

0円

6,80

0円

6,00

0円  

10,7

00円  

11,5

00円  

15,2

00円

 

美

術

室

落合

中央

公園

4,00

0円

5,30

0円

4,60

0円

8,40

0円

8,90

0円  

11,8

00円

 １人１時間

200円

陶

芸

室

落合

中央

公園

4,60

0円

6,20

0円

5,40

0円

9,70

0円  

10,4

00円  

13,8

00円

 １人１時間

200円

工

芸

室

落合

中央

公園

2,80

0円

3,70

0円

3,20

0円

5,90

0円

6,20

0円

8,20

0円

 １人１時間

200円
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略 略  略  略  略  略  略  略  略  略  略  略  

(7) 附属設備である有料公園施設を利用する場合  

附属設

備の種

類 

都市公園名  使用料  

略  略  略  

電気炉  落合中央公

園 

１台１時間につき  300円  

略  略  略  
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	第50号議案　神戸市立区民センター条例の一部を改正する条例の件



